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調 査 の 概 要 
 

１ 調査目的 

男女共同参画に関する事業所の意識、意見及び要望を集約、解析することにより、鎌ケ谷市の現状、課題

を把握し、次期男女共同参画計画策定のための基礎資料とすることを目的とする。 

 

２ 調査の方法 

（１）調査対象 常用雇用者１０人以上の市内事業所から３００事業所（無作為抽出） 

 総務省が保有する「事業所母集団情報」を活用 

（２）調査方法 調査票を各事業所に郵送し、記入後アンケートを郵送にて回収 

（３）調査実施時期 令和 7 年９月１日（月） ～ ９月３０日（火） 

（４）回収結果 総回収数 ７８社 有効回収数 ７８社 

 有効回収率 ２６.０％ 

 

３ 概要版を読む際の注意点 

・ 前回調査は令和元年 10 月～11 月に実施しており、すべて「前回」と表記する。 

・ 集計は小数点第２位を四捨五入した。したがって、数値の合計が 100.0％にならないことがある。 

・ ２つ以上の回答をしてもよい質問（複数回答）では、数値の合計が 100.0％を上回ることがある。 

・ 本文やグラフ・数表上の選択肢の表記は、場合により語句を簡略化してある。 

・ クロス分析の各属性の回答者数の合計は、「無回答」があるため、全回答者数とは一致しない。 

 

回答事業所の属性 
 

１ 事業所区分 

 
 

２ 事業所従業員数 

  

全　体 [n=78] 38.5 23.1 37.2 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独の事業所 本社・本店・本部 支社・支店・支部・営業所 無回答

全　体 [n=78] 50.0 20.5 20.5 3.8 

1.3 2.6 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20人以下 21～30人 31～50人

無回答

51～100人

101～200人 201人以上

男女共同参画推進に関する事業所 

アンケート調査報告書 概要版 
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Ⅰ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）について 
 

１ ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組 

 

 
 

２ ワーク・ライフ・バランスを推進することについて 

 

  

仕事のやり方の見直し・業務効率の改善

有給休暇の計画的取得の実施

所定労働時間・時間外労働時間の削減

仕事と育児・介護の両立支援

長時間労働を是正するための仕組みづくり

育児目的休暇の導入

ひとりで何役もこなせる多能工化

働き方改革の浸透による社員の意識改革

介護休暇制度の導入

男性従業員の育児・介護参加の奨励

フレックスタイム制度等、柔軟な働き方を導入

育児・介護休業給付金等の支給

ＩＣＴ等の導入による生産性の向上

長時間労働を是正したことを評価する仕組み

転勤・配置転換の配慮

ノー残業デーの設定・実施

事業所内託児施設の設置

その他

特に取り組んでいない

無回答

50.0 

50.0 

47.4 

32.1 

26.9 

23.1 

21.8 

17.9 

17.9 

16.7 

14.1 

12.8 

10.3 

7.7 

6.4 

5.1 

1.3 

1.3 

3.8 

0.0 

67.9 

49.6 

45.8 

28.2 

45.0 

30.5 

9.2 

17.6 

11.5 

16.0 

1.5 

7.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

今回調査 [n=78]

前回調査 [n=131]

※前回調査のグラフが無い項目については今回調査からの新規項目である

全　体 [n=78] 28.2 56.4 5.1 9.0 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後もより一層取り組みたい 今後もこれまで同様に継続したい

現在は取り組んでいないが今後取り組みたい 取り組む予定はない

わからない 無回答

●「仕事のやり方の見直し・業務効率の改善」と「有給休暇の計画的取得の実施」が各 50.0％で最も高く、次い

で「所定労働時間・時間外労働時間の削減」が47.4％、「仕事と育児・介護の両立支援」が32.1％、「長時

間労働を是正するための仕組みづくり」が 26.9％となっている。 

●前回と比較すると、「男性従業員の育児・介護参加の奨励」が 7.5ポイント増加する一方、「仕事のやり方の見

直し・業務効率の改善」、「ノー残業デーの設定・実施」などは１割以上減少している。 

●「今後もこれまで同様に継続したい」が 56.4％で最も高く、次いで「今後もより一層取り組みたい」が 28.2％、

「わからない」が 9.0％となっている。「今後もより一層取り組みたい」と「今後もこれまで同様に継続したい」の合

計は 84.6％となっている。 
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Ⅱ 女性の活躍推進について 
 

１ 女性従業員の採用についての実施状況 

 

 
 

２ 女性の活躍推進のための取組 

 

  

全　体 [n=78] 80.8 6.4 7.7 

1.3 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女の区別なく幅広く採用を図っている 女性は、補助的な業務を中心に採用を行っている

女性は、専門分野など特定の職種を中心に採用を行っている その他

無回答

[n=78]

働きやすい職場環境の整備（体力面での個人差を補う器具・設備等の設置）

パート・アルバイトなどを対象とする教育訓練、正社員・正職員への登用等の実施

管理職への積極的な登用

仕事と介護を両立するための支援や介護休業制度などの整備

出産や育児等による休業がハンデとならないような人事管理制度（教育訓練を含む）、能力評価制度の導入

職場環境・風土の改善（男女の役割分担意識に基づく慣行の見直し）

女性の能力発揮の状況や問題点の調査・分析

女性が不利にならないような人事考課基準を明確に定める

仕事と家庭の両立のために法律を上回る制度を整備し、制度の活用を促進

企業内の推進体制の整備

女性の能力発揮のための計画の策定

女性がいない、または少ない職場について、意欲と能力のある女性を積極的に登用

女性が満たしにくい募集・採用、配置・昇進基準（転勤要件など）を見直す

人事異動により女性に様々な職種を経験させている

経営層による経営計画への位置づけ

中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の能力発揮の重要性について啓発を行う

メンター（指導者・助言者）制度の導入やロールモデル（手本となる先輩社員）の情報提供

女性がいない、または少ない職務・役職について、女性が従事するため、教育訓練を積極的に実施

その他

特に取り組んでいることはない

無回答

30.8 

24.4 

23.1 

19.2 

15.4 

12.8 

11.5 

11.5 

11.5 

10.3 

7.7 

7.7 

7.7 

6.4 

3.8 

3.8 

2.6 

1.3 

1.3 

30.8 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40%

●「男女の区別なく幅広く採用を図っている」が 80.8％となっている。一方、「女性は、専門分野など特定の職種

を中心に採用を行っている」（7.7％）、「女性は、補助的な業務を中心に採用を行っている」（6.4％）は１

割未満となっている。 

●「働きやすい職場環境の整備（体力面での個人差を補う器具・設備等の設置）」が 30.8％で最も高く、次い

で「パート・アルバイトなどを対象とする教育訓練、正社員・正職員への登用等の実施」が 24.4％、「管理職へ

の積極的な登用」が 23.1％となっている。 

●「特に取り組んでいることはない」は 30.8％となっている。 
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３ 女性従業員の管理職登用についての考え 

 

 
 

４ 一般事業主行動計画の策定状況 

 

  

性別に関わらず登用することが企業の成長に不可欠である

能力や意欲がある女性従業員は積極的に登用したい

女性管理職の登用は女性従業員の意欲向上につながる

女性管理職の登用は優秀な人材の確保・定着につながる

能力や意欲はあるが女性従業員本人が希望しない場合が多い

ロールモデル（豊富な職務経験を持ち模範となる人物）となる

女性管理職がいない

管理職に相応しい力量を有する適任者が少ない

女性従業員は勤続年数が短く管理職になる前に退職することが

多い

女性は家事・育児・介護負担が大きいので管理職登用は難しい

全国転勤があるので女性には負担が大きい

男性従業員が女性管理職を希望しない

顧客や取引先の理解が得られにくい

時間外労働・深夜業により、管理職登用に必要な職務経験を

積ませにくい

その他

無回答

71.8 

66.7 

34.6 

25.6 

24.4 

12.8 

7.7 

5.1 

3.8 

2.6 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

2.6 

58.0 

60.3 

28.2 

21.4 

10.7 

9.9 

11.5 

4.6 

5.3 

0.8 

0.8 

0.0 

3.1 

3.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80%

今回調査 [n=78]

前回調査 [n=131]

全　体 [n=78] 11.5 5.1 20.5 50.0 12.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に策定し、施行している これから策定予定である 今のところ策定の予定はない

職場に女性がいない上、今後も女性

の採用予定がないので策定はしない

策定義務の条件を満たして

いないため、策定していない

無回答

●「性別に関わらず登用することが企業の成長に不可欠である」（71.8％）と「能力や意欲がある女性従業員

は積極的に登用したい」（66.7％）の２項目が過半数となっている。 

●上記に次いで、「女性管理職の登用は女性従業員の意欲向上につながる」（34.6％）、「女性管理職の登

用は優秀な人材の確保・定着につながる」（25.6％）などが高くなっている。 

●前回と比較すると、「性別に関わらず登用することが企業の成長に不可欠である」、「能力や意欲はあるが女性

従業員本人が希望しない場合が多い」は１割以上増加している。 

●「策定義務の条件を満たしていないため、策定していない」（50.0％）が半数となっている。 

●上記を除くと、「今のところ策定の予定はない」が 20.5％で最も高く、次いで「既に策定し、施行している」が

11.5％、「これから策定予定である」が 5.1％となっている。 

※「職場に女性がいない上、今後も女性の採用予定がないので策定はしない」については、回答事業所なし（0.0％） 
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Ⅲ 育児・介護支援制度・両立支援について 
 

１ 育児休業制度等の利用促進に向けての取組 

 

 
 

２ 育児休業制度等の利用を推進する上で妨げになっている点 

 

  

[n=78]

社内制度の周知を行う

個別に働きかけを行う

利用事例を紹介する

随時、利用者のニーズを調査し制度の見直しを図る

管理職が積極的に制度等を利用する

法を上回る制度設計をする

利用促進のための部署をつくる

目標件数を定める

その他

特に取り組んでいない

無回答

42.3 

19.2 

12.8 

11.5 

7.7 

3.8 

1.3 

0.0 

0.0 

34.6 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

[n=78]

代替要員の人材確保が困難である

既存従業員の負担が増してしまう

事業者側の経済的負担が大きい

キャリア形成や収入面に不利という懸念がある

職場がそのような雰囲気ではない

導入・実施に向けたノウハウや情報が不足している

復職後の職場・職種をどうするか決めるのが難しい

経営者や管理職の理解が進んでいない

導入・実施の効果を数値や金額等で把握しにくい

制度利用に伴う問題・トラブルの発生が懸念されること

その他

特に妨げとなる要因はない

無回答

69.2 

52.6 

17.9 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

2.6 

2.6 

0.0 

0.0 

24.4 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80%

●育児休業制度等の利用促進に向けての取組は、「社内制度の周知を行う」が 42.3％で最も高く、次いで「個

別に働きかけを行う」が 19.2％、「利用事例を紹介する」が 12.8％となっている。 

●「特に取り組んでいない」は 34.6％となっている。 

●「代替要員の人材確保が困難である」（69.2％）と「既存従業員の負担が増してしまう」（52.6％）の２項

目が過半数となっている。 

●「特に妨げとなる要因はない」は 24.4％となっている。 
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Ⅳ ハラスメントについて 
 

１ 事業所におけるハラスメント問題 

 

 

 

２ ハラスメント防止に対する取組 

 

   

[n=78]

パワー・ハラスメントが問題になった

セクシュアル・ハラスメントが問題になった

モラル・ハラスメントが問題になった

マタニティ・ハラスメントが問題になった

パタニティ・ハラスメントが問題になった

性的指向や性自認に関するハラスメント（SOGIハラ）が問題になった

その他

問題になったことはない

無回答

28.2 

9.0 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

65.4 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80%

　[n=78]

① 相談・苦情に対処するための窓口（担当）

　　を設ける

② 就業規則等でハラスメント防止について

　　方針を明確にする

③ 社内で実態を把握するための調査を

　　実施する

④ ハラスメント防止のための研修、講習等を

　　実施する

⑤ 社内報、パンフレット等に記事を掲載し、

　　意識を高める

⑥ ハラスメント防止のためのマニュアルを

　　作成する

取り組みを実施している 取り組みを実施する予定

必要性を感じているが取り組みを実施する予定はない

無回答

61.5 

59.0 

28.2 

34.6 

26.9 

32.1 

5.1 

9.0 

14.1 

11.5 

11.5 

15.4 

12.8 

12.8 

23.1 

20.5 

25.6 

20.5 

15.4 

12.8 

25.6 

26.9 

29.5 

25.6 

5.1 

6.4 

9.0 

6.4 

6.4 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組む必要性は正直感じていない

●「問題になったことはない」が 65.4％となっている。 

●問題になったものは、「パワー・ハラスメントが問題になった」が 28.2％で最も高く、「セクシュアル・ハラスメントが問

題になった」（9.0％）以下の項目は１割未満となっている。 

●『相談・苦情に対処するための窓口（担当）を設ける』（61.5％）と『就業規則等でハラスメント防止につい

て方針を明確にする』（59.0％）は、「取り組みを実施している」が５割以上となっている。 

●他４項目は「取り組みを実施している」が４割未満、「取り組みを実施する予定」との合計が５割未満となって

いる。『社内報、パンフレット等に記事を掲載し、意識を高める』は、「必要性を感じているが取り組みを実施する

予定はない」と「取り組む必要性は正直感じていない」の合計が 55.1％となっている。 
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Ⅴ 多様性への取組について 
 

１ 5 年前と比べた人員構成の多様化（性別、国籍、雇用形態など）について 

 

 

 

２ 性的少数者に配慮した取組 

 

 

  

多様化

している

（計）

多様化

して

いない

（計）

全　体 [n=78] 38.5% 50.0%

かなり多様化している ある程度多様化している あまり多様化していない

多様化していない 無回答

9.0 29.5 21.8 28.2 11.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[n=78]

性別で区分していないトイレや更衣室を用意している

性的少数者の福利厚生（休暇・休業等）について、そう

でない労働者と同等の扱いを行っている

性的少数者に差別的取り扱いをしないことを事業所として

明示している

相談窓口を設けている

事業所内での研修を実施している

性的少数者に必要な通院等について配慮を行っている

採用時のエントリーシートの性別欄を無くしている

その他

特に配慮はしていない

無回答

14.1 

12.8 

5.1 

5.1 

5.1 

2.6 

1.3 

2.6 

66.7 

9.0 

0% 20% 40% 60% 80%

●「ある程度多様化している」が 29.5％で最も高く、次いで「多様化していない」が 28.2％、「あまり多様化してい

ない」が 21.8％、「かなり多様化している」が 9.0％となっている。「かなり多様化している」と「ある程度多様化し

ている」を合わせた「多様化している（計）」は 38.5％となっている。 

●「特に配慮はしていない」が 66.7％となっている。 

●実践している取組は、「性別で区分していないトイレや更衣室を用意している」が 14.1％、「性的少数者の福

利厚生（休暇・休業等）について、そうでない労働者と同等の扱いを行っている」が 12.8％となっており、「性

的少数者に差別的取り扱いをしないことを事業所として明示している」（5.1％）以下の項目は１割未満とな

っている。 
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Ⅵ 行政施策について 
 

１ 男女共同参画推進のために行政に期待する取組 

 

 
 

２ 国が行っている制度の認知 

 

 

 

 

[n=78]

高齢者や障がい者、看護が必要な人のための施設・介護サービスの充実

保育施設・保育サービスの充実

事業所や労働者のための相談支援の充実

先進事業・先進事例の紹介（ワーク・ライフ・バランス、働き方改革、デジタル化など）

事業所への雇用・労働条件確保のための指導・助言

広報誌やパンフレットによる事業所への啓発

事業所における研修会・セミナー等への講師派遣・支援

男女共同参画の推進や女性の能力開発のための講座やセミナーの実施

結婚・育児退職後の再就職及び能力開発の機会の充実

その他

特にない

無回答

37.2 

32.1 

16.7 

15.4 

14.1 

10.3 

10.3 

9.0 

6.4 

2.6 

32.1 

7.7 

0% 10% 20% 30% 40%

[n=78]

業務改善助成金

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）

両立支援等助成金

働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）

いずれも知らない

無回答

20.5 

17.9 

15.4 

14.1 

14.1 

51.3 

6.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

●「高齢者や障がい者、看護が必要な人のための施設・介護サービスの充実」が 37.2％で最も高く、次いで「保

育施設・保育サービスの充実」が 32.1％、「事業所や労働者のための相談支援の充実」が 16.7％、「先進事

業・先進事例の紹介（ワーク・ライフ・バランス、働き方改革、デジタル化など）」が 15.4％となっている。 

●「特にない」は 32.1％となっている。 

●「いずれも知らない」が 51.3％となっている。 

●知っているものは、「業務改善助成金」が 20.5％で最も高く、次いで「早期再就職支援等助成金（中途採用

拡大コース）」が 17.9％、「早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）」が 15.4％、「両立支援等助

成金」と「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）」が各 14.1％となっている。 
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